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〈R06市町村社協活動現況報告書　　１．基礎的事項〉

1）市町村データ_①（人口、世帯数、高齢化率　他）

 定数(A) 現員数(B)
充足率
(B÷A)

1 横須賀市 371,930 人 165,975 世帯 2.24人 32.7% 363 584 人 535 人 91.6%

2 平塚市 258,166 人 117,422 世帯 2.20人 29.2% 226 408 人 393 人 96.3%

3 鎌倉市 170,919 人 77,184 世帯 2.21人 30.4% 178 226 人 218 人 96.5%

4 藤沢市 443,523 人 202,771 世帯 2.19人 24.9% 476 520 人 500 人 96.2%

5 小田原市 185,986 人 85,037 世帯 2.19人 31.0% 250 344 人 332 人 96.5%

6 茅ヶ崎市 245,437 人 107,780 世帯 2.28人 26.7% 135 329 人 316 人 96.0%

7 逗子市 55,771 人 25,093 世帯 2.22人 31.4% 77 80 人 65 人 81.3%

8 三浦市 39,819 人 17,069 世帯 2.33人 40.8% 54 90 人 72 人 80.0%

9 秦野市 160,674 人 72,991 世帯 2.20人 31.4% 237 260 人 247 人 95.0%

10 厚木市 223,706 人 105,531 世帯 2.12人 26.4% 214 304 人 292 人 96.1%

11 大和市 243,626 人 116,255 世帯 2.10人 23.9% 150 277 人 258 人 93.1%

12 伊勢原市 101,489 人 47,468 世帯 2.14人 26.8% 101 144 人 139 人 96.5%

13 海老名市 140,504 人 62,382 世帯 2.25人 24.7% 60 157 人 153 人 97.5%

14 座間市 131,863 人 62,339 世帯 2.12人 26.4% 159 144 人 140 人 97.2%

15 南足柄市 39,517 人 16,665 世帯 2.37人 33.9% 34 61 人 58 人 95.1%

16 綾瀬市 82,767 人 35,734 世帯 2.32人 27.2% 14 132 人 128 人 97.0%

17 愛川町 39,229 人 17,771 世帯 2.21人 31.5% 21 64 人 64 人 100.0%

18 清川村 2,886 人 1,133 世帯 2.55人 39.0% 32 10 人 9 人 90.0%

19 葉山町 30,898 人 13,052 世帯 2.37人 31.4% 28 54 人 49 人 90.7%

20 寒川町 48,552 人 20,679 世帯 2.35人 27.6% 22 73 人 71 人 97.3%

21 大磯町 30,952 人 12,960 世帯 2.39人 34.7% 24 54 人 51 人 94.4%

22 二宮町 26,811 人 11,760 世帯 2.28人 35.3% 20 47 人 44 人 93.6%

23 中井町 8,912 人 3,453 世帯 2.58人 36.2% 27 25 人 25 人 100.0%

24 大井町 17,306 人 7,135 世帯 2.43人 29.5% 19 39 人 37 人 94.9%

25 松田町 10,277 人 4,527 世帯 2.27人 35.6% 26 40 人 35 人 87.5%

26 山北町 9,154 人 3,951 世帯 2.32人 42.7% 54 38 人 37 人 97.4%

27 開成町 18,797 人 7,404 世帯 2.54人 24.9% 14 35 人 35 人 100.0%

28 箱根町 10,866 人 6,433 世帯 1.69人 37.8% 35 45 人 45 人 100.0%

29 真鶴町 6,228 人 2,890 世帯 2.16人 45.4% 8 21 人 21 人 100.0%

30 湯河原町 22,182 人 10,710 世帯 2.07人 43.1% 11 54 人 54 人 100.0%

3,178,747 人 1,441,554 世帯 2.21人 32.1% 3,069 4,659 人 4,423 人 94.9%

高齢化率 自治会数

民生委員・児童委員

集　計

1．基礎的事項

№ 地域名 人口 世帯数
平均世帯
構成人数

（平均）（平均）
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〈R06市町村社協活動現況報告書　　１．基礎的事項〉

1）市町村データ_②（障害者手帳所持者数、生活保護世帯数　他）

1 横須賀市 12,577 人　 3,732 人　 4,928 人　 4,405 世帯　 14.8‰ 15 24

2 平塚市 8,832 人　 2,338 人　 2,786 人　 3,039 世帯　 14.4‰ 22 28

3 鎌倉市 4,393 人　 1,189 人　 1,910 人　 961 世帯　 6.5‰ 14 15

4 藤沢市 10,679 人　 3,788 人　 5,231 人　 4,525 世帯　 12.9‰ 16 22

5 小田原市 5,915 人　 2,025 人　 1,746 人　 2,761 世帯　 18.5‰ 4 4

6 茅ヶ崎市 5,876 人　 1,993 人　 2,410 人　 1,843 世帯　 9.4‰ 11 14

7 逗子市 1,691 人　 379 人　 595 人　 322 世帯　 7.0‰ 4 5

8 三浦市 1,577 人　 389 人　 488 人　 560 世帯　 16.7‰ 3 3

9 秦野市 5,018 人　 1,893 人　 1,989 人　 1,658 世帯　 12.4‰ 16 16

10 厚木市 5,824 人　 2,271 人　 2,540 人　 2,613 世帯　 15.0‰ 15 19

11 大和市 5,756 人　 2,314 人　 2,674 人　 2,349 世帯　 12.2‰ 10 10

12 伊勢原市 2,702 人　 1,057 人　 1,295 人　 1,015 世帯　 12.6‰ 9 18

13 海老名市 3,290 人　 1,126 人　 1,636 人　 965 世帯　 8.4‰ 6 9

14 座間市 3,676 人　 1,343 人　 1,801 人　 2,024 世帯　 19.0‰ 11 14

15 南足柄市 1,308 人　 441 人　 350 人　 352 世帯　 10.9‰ 1 3

16 綾瀬市 2,379 人　 787 人　 825 人　 701 世帯　 10.6‰ 1 7

17 愛川町 1,277 人　 486 人　 445 人　 474 世帯　 16.4‰ 2 3

18 清川村 89 人　 36 人　 32 人　 29 世帯　 10.8‰ 1 0

19 葉山町 955 人　 214 人　 288 人　 112 世帯　 4.3‰ 0 2

20 寒川町 1,326 人　 491 人　 625 人　 517 世帯　 14.6‰ 2 2

21 大磯町 874 人　 332 人　 343 人　 186 世帯　 7.1‰ 1 1

22 二宮町 867 人　 268 人　 272 人　 236 世帯　 10.9‰ 1 2

23 中井町 421 人　 88 人　 80 人　 44 世帯　 5.8‰ 0 0

24 大井町 450 人　 147 人　 167 人　 161 世帯　 12.7‰ 0 0

25 松田町 340 人　 96 人　 112 人　 150 世帯　 17.6‰ 1 1

26 山北町 382 人　 94 人　 72 人　 61 世帯　 8.3‰ 1 0

27 開成町 496 人　 174 人　 143 人　 115 世帯　 8.1‰ 2 2

28 箱根町 413 人　 112 人　 50 人　 210 世帯　 20.6‰ 3 4

29 真鶴町 282 人　 57 人　 55 人　 98 世帯　 19.6‰ 0 0

30 湯河原町 1,157 人　 220 人　 206 人　 619 世帯　 31.7‰ 1 0

90,822 人　 29,880 人　 36,094 人　 33,105 世帯　 13.0‰ 173 228

生活保護
世帯数

生活保護率

集　計

障害児相談支援
事業所数

特定相談支援
事業所数

№ 地域名
身体障害者

手帳所持者数
知的障害者

手帳所持者数
精神保健福祉
手帳所持者数

（平均）
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〈R06市町村社協活動現況報告書　　１．基礎的事項〉

2）職員の配置体制 無期転換：無期労働契約転換職員

常勤 無期転換 非常勤 無期転換 常勤 無期転換 非常勤 無期転換

1 横須賀市 1 人　 11 人 6 人 (1 人) 0 人 (0 人) 17 人 0 人 0 人 (0 人) 0 人 (0 人) 0 人 17 人

2 平塚市 1 人　 17 人 23 人 (5 人) 40 人 (2 人) 80 人 3 人 9 人 (2 人) 34 人 (2 人) 46 人 126 人

3 鎌倉市 1 人　 15 人 26 人 (2 人) 38 人 (0 人) 79 人 0 人 0 人 (0 人) 0 人 (0 人) 0 人 79 人

4 藤沢市 1 人　 32 人 15 人 (2 人) 12 人 (0 人) 59 人 3 人 18 人 (2 人) 38 人 (1 人) 59 人 118 人

5 小田原市 1 人　 20 人 5 人 (1 人) 2 人 (0 人) 27 人 1 人 8 人 (3 人) 0 人 (0 人) 9 人 36 人

6 茅ヶ崎市 1 人　 13 人 7 人 (1 人) 4 人 (0 人) 24 人 0 人 2 人 (2 人) 10 人 (0 人) 12 人 36 人

7 逗子市 1 人　 13 人 4 人 (0 人) 9 人 (0 人) 26 人 1 人 4 人 (4 人) 3 人 (0 人) 8 人 34 人

8 三浦市 1 人　 19 人 4 人 (0 人) 5 人 (0 人) 28 人 19 人 9 人 (0 人) 45 人 (0 人) 73 人 101 人

9 秦野市 1 人　 15 人 0 人 (0 人) 17 人 (1 人) 32 人 0 人 0 人 (0 人) 5 人 (0 人) 5 人 37 人

10 厚木市 1 人　 15 人 2 人 (1 人) 9 人 (1 人) 26 人 1 人 0 人 (0 人) 9 人 (7 人) 10 人 36 人

11 大和市 1 人　 11 人 7 人 (0 人) 3 人 (0 人) 21 人 0 人 0 人 (0 人) 0 人 (0 人) 0 人 21 人

12 伊勢原市 1 人　 11 人 5 人 (0 人) 5 人 (0 人) 21 人 1 人 3 人 (0 人) 0 人 (0 人) 4 人 25 人

13 海老名市 1 人　 15 人 11 人 (1 人) 18 人 (1 人) 44 人 0 人 2 人 (0 人) 13 人 (0 人) 15 人 59 人

14 座間市 1 人　 16 人 17 人 (2 人) 9 人 (5 人) 42 人 7 人 5 人 (1 人) 4 人 (3 人) 16 人 58 人

15 南足柄市 1 人　 10 人 4 人 (0 人) 11 人 (0 人) 25 人 9 人 8 人 (0 人) 5 人 (0 人) 22 人 47 人

16 綾瀬市 1 人　 9 人 2 人 (0 人) 6 人 (1 人) 17 人 0 人 0 人 (0 人) 8 人 (2 人) 8 人 25 人

17 愛川町 1 人　 7 人 1 人 (0 人) 2 人 (0 人) 10 人 0 人 4 人 (0 人) 22 人 (0 人) 26 人 36 人

18 清川村 1 人　 3 人 0 人 (0 人) 2 人 (0 人) 5 人 0 人 1 人 (0 人) 20 人 (0 人) 21 人 26 人

19 葉山町 1 人　 11 人 0 人 (0 人) 5 人 (0 人) 16 人 6 人 0 人 (0 人) 1 人 (0 人) 7 人 23 人

20 寒川町 1 人　 17 人 0 人 (0 人) 8 人 (0 人) 25 人 0 人 0 人 (0 人) 0 人 (0 人) 0 人 25 人

21 大磯町 1 人　 2 人 0 人 (0 人) 2 人 (0 人) 4 人 2 人 1 人 (0 人) 6 人 (0 人) 9 人 13 人

22 二宮町 1 人　 9 人 1 人 (1 人) 2 人 (0 人) 12 人 7 人 1 人 (1 人) 0 人 (0 人) 8 人 20 人

23 中井町 1 人　 3 人 4 人 (0 人) 0 人 (0 人) 7 人 0 人 6 人 (0 人) 4 人 (0 人) 10 人 17 人

24 大井町 1 人　 3 人 2 人 (0 人) 2 人 (0 人) 7 人 0 人 0 人 (0 人) 0 人 (0 人) 0 人 7 人

25 松田町 1 人　 4 人 0 人 (0 人) 8 人 (0 人) 12 人 1 人 2 人 (0 人) 0 人 (0 人) 3 人 15 人

26 山北町 1 人　 3 人 0 人 (0 人) 3 人 (0 人) 6 人 3 人 0 人 (0 人) 2 人 (0 人) 5 人 11 人

27 開成町 1 人　 4 人 0 人 (0 人) 2 人 (0 人) 6 人 4 人 4 人 (0 人) 11 人 (0 人) 19 人 25 人

28 箱根町 1 人　 7 人 3 人 (0 人) 1 人 (0 人) 11 人 3 人 2 人 (0 人) 6 人 (1 人) 11 人 22 人

29 真鶴町 1 人　 3 人 0 人 (0 人) 2 人 (0 人) 5 人 3 人 0 人 (0 人) 0 人 (0 人) 3 人 8 人

30 湯河原町 1 人　 2 人 1 人 (0 人) 0 人 (0 人) 3 人 0 人 0 人 (0 人) 0 人 (0 人) 0 人 3 人

30 人　 320 人 150 人 (17 人) 227 人 (11 人) 697 人 74 人 89 人 (15 人) 246 人 (16 人) 409 人 1,106 人集　計

№ 地域名
職員数
合計小計正規

事務
局長

非正規

一般事業職員 経営事業職員

正規
非正規

小計
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〈R06市町村社協活動現況報告書　　１．基礎的事項〉

3）職員の資格取得状況_①

1 横須賀市 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 平塚市 12 9 3 0 1 2 8 0 0 0 0 0 0 4 0 6 21 0 2 12 9 19 0 0 1 0 1 2 15 0

3 鎌倉市 19 15 4 3 4 3 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 藤沢市 27 16 7 1 1 5 9 0 0 0 0 0 1 14 2 5 12 1 1 10 3 11 0 0 0 0 0 0 9 0

5 小田原市 17 3 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 8 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 2 1

6 茅ヶ崎市 12 5 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 11 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0

7 逗子市 13 6 4 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 3 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0

8 三浦市 11 10 4 0 3 1 6 0 0 0 0 0 0 11 0 0 13 0 1 13 5 23 0 1 0 0 1 1 2 0

9 秦野市 9 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

10 厚木市 15 5 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 大和市 9 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 伊勢原市 7 6 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

13 海老名市 5 1 0 2 3 1 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 2 0

14 座間市 16 5 2 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 4 0 3 3 1 0 5 4 2 0 0 1 0 0 0 8 0

15 南足柄市 5 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

16 綾瀬市 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 愛川町 5 2 2 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

18 清川村 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0

19 葉山町 6 3 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0

20 寒川町 9 7 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 大磯町 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0

22 二宮町 3 2 1 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0 4 0 1 12 1 0 0 2 17 0 0 0 0 0 0 6 0

23 中井町 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0

24 大井町 3 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 松田町 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

26 山北町 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0

27 開成町 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1 3 6 1 2 2 0 3 0 0 0 0 0 2 6 3

28 箱根町 3 4 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 4 0 3 6 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 1 0

29 真鶴町 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

30 湯河原町 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

221 118 55 12 30 27 75 0 0 0 0 1 1 125 8 42 146 9 7 48 28 140 0 1 2 0 3 7 85 4集　計

地域名№
社
会
福
祉
士

介
護
福
祉
士

精
神
保
健
福
祉
士

一般事業職員の資格取得状況

理
学
療
法
士

保
健
師

看
護
師

保
育
士

介
護
職
員
初
任
者

研
修
修
了
者

管
理
栄
養
士

社
会
福
祉
士

介
護
福
祉
士

精
神
保
健
福
祉
士

保
健
師

看
護
師

保
育
士

経営事業職員の資格取得状況

栄
養
士

介
護
支
援
専
門
員

福
祉
用
具

専
門
相
談
員

臨
床
心
理
士

作
業
療
法
士

言
語
聴
覚
士

管
理
栄
養
士

栄
養
士

介
護
支
援
専
門
員

福
祉
用
具

専
門
相
談
員

介
護
職
員
初
任
者

研
修
修
了
者

臨
床
心
理
士

理
学
療
法
士

作
業
療
法
士

言
語
聴
覚
士
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〈R06市町村社協活動現況報告書　　１．基礎的事項〉

3）職員の資格取得状況_②（資格手当の有無、資格取得支援）

1 横須賀市 × × × × × × × × × × × × × × ×

社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士・社会福祉主事・介護支援専門
員・手話通訳士・その他会長が認めた資格（職員の身分を有し、 3年以上を
経過した者が上記資格を私費で取得した場合、資格内容に応じ奨励金を交
付）

2 平塚市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ×

3 鎌倉市 × × × × × × × × × × × × × × × 社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員（受講料等一部負担）

4 藤沢市 ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × × ○ ×
社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士・介護支援専門員等、担当業務を
踏まえ個別に判断し、研修等の受講料を一部負担する。

5 小田原市 ○ × × × × × × × × × × × × × ×

6 茅ヶ崎市 × × × × × × × × × × × × × × ×

7 逗子市 × × × × × × × × × × × × × × ×
社会福祉士等の資格取得のための支援制度あり。資格取得に要する受験料、
教材費の一部を支援。

8 三浦市 ○ ○ × ○ ○ × × × ○ ○ × ○ × ○ ×
介護職員初任者研修修了者（研修受講料を支援）
介護福祉士（実務者研修受講料支援)　介護支援専門員ほか（受験料支援）

9 秦野市 × × × × × × × × × × × × × × ×

10 厚木市 × × × × × × × × × × × × × × ×
全職員に対し、福祉系の資格（社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門
員など）を取得するのに必要な実習は職専免。

11 大和市 × × × × × × × × × × × × × × ×
社会福祉士・介護支援専門員（専任職員に対し、教材費、受講料を全額負
担。）

12 伊勢原市 × × × × × × × × × × × × × × ×

13 海老名市 × × × × × × × × × × × × × × ×

公認会計士、税理士、司法書士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉
士、社会保険労務士、衛生管理者、危険物取扱者、その他会長が認めるもの
（受講料、資料購入費、受験料、登録料その他の合計額に2分の1を乗じて
得た額とし、2万円を限度とする。）

14 座間市 ○ × × × ○ × × × × ○ × × × ○ ×

15 南足柄市 ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × ○ ×

16 綾瀬市 ○ ○ × × × ○ ○ × × × × × × ○ ×

17 愛川町 × × × × × × × × × × × × × × ×
資格取得に要した受験料、受講料等を上限を定め報奨金として支給する。
（３福祉士、介護支援専門員、福祉住環境Co、福祉用具専門相談員、介護職
員初任者）

18 清川村 × ○ × × × × × × × × × × × × ×

19 葉山町 ○ × × × × × × × × × × × × × ×
国家資格および介護支援専門員の合格者に給付金を支給。実習は職免。取得
後の必須研修は全額負担と出張扱い。

20 寒川町 × × × × × × × × × × × × × × × 社会福祉士、介護福祉士（受講料と受験料の一部を助成）

21 大磯町 × × × × × × × × × × × × × × × 介護支援専門員（教材費、受講料を一部負担）

22 二宮町 × × × × × × × × × × × × × × ×

23 中井町 ○ × × × ○ × × × × × × × × ○ ×

24 大井町 × × × × × × × × × × × × × × × 社会福祉士等（受験資格受講料や資格受験料等規定額の範囲内で支給する）

25 松田町 × × × × × × × × × × × × × × ×
介護支援専門員・主任介護専門員の資格更新費用全額助成、主任介護支援専
門員手当有

26 山北町 × × × × × × × × × × × × × × ×

27 開成町 × ○ × × × × ○ × × × × × × × × 開成町社会福祉協議会職員の資格取得支援実施要綱あり

28 箱根町 × × × × × × × × × × × × × × ×
社会福祉士・介護福祉士・（主任）介護支援専門員・その他会長が認める資
格等、について対象経費の１/2を限度に5万円を上限として助成。

29 真鶴町 × × × × × × × × × × × × × × ×

30 湯河原町 × × × × × × × × × × × × × × ×

9 7 3 4 5 2 3 0 2 3 0 2 1 7 0 ―集　計

資格取得支援のある資格名や、その内容
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№ 地域名

資格手当の有無
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〈R06市町村社協活動現況報告書　　１．基礎的事項〉

4）基本理念・基本目標、本年度の重点事業項目

1 横須賀市

基本理念
「誰もひとりにさせないまち横須賀」
基本目標
「将来へ向けた持続可能な地域福祉の実現のため事業・取組を推進
します」

１　地区社協活動支援事業（活動への支援）
２　生活支援ネットワークの強化
３　地区ボラセン活動育成事業（活動への支援）
４　地区ボラセン活動育成事業（経費への支援）
５　地区社協活動支援事業（保護司との連携）
６　ボランティア養成講座の開催
７　住民参加型在宅福祉サービス活動推進事業
８　福祉体験・学習事業
９　小・中・高等学校ボランティアスクールの実施
10　地区社協活動支援事業（交流促進）

2 平塚市

地域福祉を推進する中核的な団体として、地域住民及び福祉組織、
関係者の協働により地域生活課題の解決に取り組み、誰もが支え合
いながら安心して暮らせる「ともに生きる豊かな地域社会」づくり
を推進すること。

1.相談支援体制の強化
2.コミュニティソーシャルワーカーの活動推進
3.子育て支援のプラットホーム
4.生活困窮者への支援の充実
5.企業等への地域貢献活動の支援
6.災害時支援体制の強化

3 鎌倉市

みんながつながり、支え合い、助け合うまち　かまくら
①地域福祉の担い手づくり
②集いの場や居場所づくり
③支え合いや助け合いの活動支援と仕組みづくり
④相談支援と情報提供の基盤づくり

①事業周知と組織基盤の強化
②地域福祉活動計画の策定
③災害ボラセンの設置運営に向けた取組み
④福祉教育推進事業の充実
⑤重層的支援体制の整備
⑥老人福祉センター

4 藤沢市

基本理念
「一人ひとりが主役　共に支えあい　安心して暮らせるまち　ふじ
さわ」基本目標
①地域の関心をもち、行動できる人材づくり
②お互いが見守り、支えあい、つながる地域づくり
③誰もが安心して暮らせるしくみづくり

①第4次地域福祉活動計画の推進
②地域福祉活動の推進に向けた支援体制の充実
③関係機関や民間企業等との連携
④権利擁護の推進
⑤在宅福祉事業等への取り組み
⑥いきいきシニアセンターの運営
⑦災害対応に向けた取り組みの推進

5 小田原市

　令和６年度は、変化する社会情勢を踏まえつつ「すべての人が安
心して暮らせるまちづくり」の実現に向けて、実施３年目となる第
４期小田原市地域福祉活動計画をより一層の効率的な手法を探りな
がら効果的に推進します。
　また、長期に及んだコロナ禍から地域活動が正常化しつつある
中、新たに顕在化しているさまざまな社会的な課題に順応しなが
ら、解決に向けた柔軟な支援を継続していくとともに、地域のニー
ズにあった新しいぬくもりのある活動の展開を目指し、以下の重点
事項を基本として取り組んでいきます。

①第４期地域福祉活動計画の推進・管理
②会員の加入促進に向けた取り組みの推進
③市内２６地区社会福祉協議会の支援及び連携強化
④支え合いの体制づくりの推進
⑤ボランティア活動の充実強化
⑥総合相談体制の推進
⑦成年後見制度利用促進に向けての体制づくり
⑧介護保険制度等に基づく事業の適正な運営

6 茅ヶ崎市

基本理念：
「一人ひとりを尊重し、共に見守り支え合い、心豊かに暮らせるま
ちをつくります」
基本目標：
１．つながる（地域に、様々な人と出会い、互いに尊重し合う関係
が生まれる場をつくります。）
２．活動する（それぞれの持ち味やできることを活かす機会をつく
り、誰もが活躍できる地域づくりを進めます。）
３．支え合う（誰もが安心して暮らせる地域になるように、みんな
で課題に取り組み、支え合う仕組みをつくります。）
（第6次茅ヶ崎市地域福祉活動計画より）

令和6年度は、『みんながつながる ちがさきの地域福祉プラン２
（第４期茅ヶ崎市地域福祉計画・第６次茅ヶ崎市地域福祉活動計
画・第１期茅ヶ崎市成年後見制度利用促進基本計画）』（令和３年
度～令和７年度）に掲げる「一人ひとりを尊重し、共に見守り支え
合い、心豊かに暮らせるまちをつくります」を基本理念に、住民、
福祉活動団体、福祉関係機関及び行政等と協働して地域福祉を推進
しています。
今年度は、令和７年度が終期となる現行計画の改定作業にも着手す
ることとなりますが、引き続き地域共生社会の実現に向けて、３つ
の基本目標「つながる・活動する・支え合う」（別掲）で目指す取
り組みを推進します。
　中でも、包括的支援体制の構築を目指し、相談支援・参加支援・
地域づくりに向けた支援を一体的に行う「重層的支援体制整備事
業」については、市と連携して事業を推進し、多様な参加・つなが
りの場の創出や、困りごとを抱えた人をみんなで支える仕組みづく
りに取り組みます。
　認知症や障がい等により判断能力に支援を必要とする人の権利を
守り、地域生活を支えるため、「日常生活自立支援事業」や「法人
後見事業」、「市民後見人養成事業」を充実させる他、市が設置す
る成年後見支援センターに引き続き職員を研修派遣し、連携強化を
図りながら、相談体制の強化を進めます。また、関係機関との連携
推進、権利擁護事業に関わる広報や理解促進に取り組みます。
毎年のように全国各地で大規模災害が起こるなか、日常のつながり
づくりを進めつつ、災害ボランティアセンターの円滑な設置運営に
向けた準備を市とともに進めてまいります。
そして、各事業等を推進する市社協の法人としての運営方針を示
し、法人運営の基盤強化を図るためにも、『茅ヶ崎市社協発展・強
化計画』に位置付けた取り組みを着実に推進してまいります。

№ 地域名 基本理念・基本目標 本年度の重点事業項目
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〈R06市町村社協活動現況報告書　　１．基礎的事項〉

4）基本理念・基本目標、本年度の重点事業項目

№ 地域名 基本理念・基本目標 本年度の重点事業項目

7 逗子市
誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりを推進する。
住民主体の地域福祉活動の活性化のために、人間力・地域力の醸成
を目指す。

・コミュニティソーシャルワークの体制整備
・災害ボランティアセンターの体制整備
・ボランティアセンター機能の強化
・総合相談の強化・整備
・関連機関によるネットワークの構築
・事業継続計画の訓練と見直し
・個別支援対応力の強化
・事業所内の職員体制整備の推進
・ヒューマンエラー０を目指す
・地域ケアへの視点強化
・家族ケアへの視点強化
・新たな拠点の確保推進
・総合相談窓口の強化
・事業継続計画の訓練と見直し
・コンプライアンス遵守による法人運営
・業務環境の整備

8 三浦市 住民の力と私たちで誰でも暮らしやすい町へ

１　ボランティアセンター機能の充実
２　住民活動促進支援
３　法人内決裁の電子化を進める
４　安心館の老朽化に備え、移転計画を進める
５　総合相談の充実

9 秦野市

基本理念：地域で共に支え合い、すべての市民が
　　　　　豊かに安心して暮らせるはだの
基本目標：
①住民一人ひとりの参加による福祉のまちづくり
②誰もが地域のつながりの中で安心して暮らせる
　地域社会の構築
③いつまでも住み続けられる福祉コミュニティ
　の実現

①福祉でつながる地域づくり
②社協会員との連携強化
③支援を必要としている方が、一歩目を踏み出せ
　る支援
④デジタル化の推進による業務の安定化及び効率
　化

10 厚木市 見守り、つながり、支え合い、一人一人が尊重される地域づくり
①地域支え合いの仕組みづくり
②孤立を防ぐ地域づくり
③権利擁護の推進

11 大和市
住民ひとりひとりの参加を基本に
ともに支えあう福祉のまちづくりを

・第7次大和市社会福祉協議会地域福祉活動計画の策定
・中期経営計画の策定に向けた取り組み
・成年後見利用促進事業を受託し、中核機関の設置運営、支援が必
要な方の地域での日常生活等を社会で支える体制づくり

12 伊勢原市

【基本理念】
「共に支え合い、一人ひとりを大切にするまちづくり」
《基本目標》
１ 福祉を支える人づくり
２ 支え合いの地域づくり
３ 安心して暮らせる仕組みづくり

　(1) 住民主体の地域活動の推進
　(2) 福祉を支える人材の育成
　(3) 成年後見・権利擁護の推進
　(4) 組織の基盤強化及び自主財源の確保

13 海老名市

基本理念
笑顔でつながる共生のまちづくり

基本目標
①誰もが役割と生きがいを持てる地域のつながりづくり
②困りごとを丸ごと受け止め、つながり続けるしくみづくり
③信頼の基盤、体制づくり

①地域福祉活動の取り組み
②つながりアクションプロジェクト
③えびな成年後見・総合相談センターの機能強化
④社会福祉法人の連携
⑤安定した組織基盤の確保
⑥災害時に備えた取り組みの推進

14 座間市
誰もが安心して暮らせる、ともに助け合い支え合うまちづくりを目
指して

１．福祉まつりの内容・実施体制の見直し(担い手)・住民参加によ
る福祉のまちづくり事業の推進
２．官民連携による福祉サービスの開発(居場所) ・団体や組織・行
政と地域をつなげる中間支援機能を充実・強化
３．社会福祉法人連携の推進(居場所・安心安全)
４．在宅支援サービス(居宅介護支援事業所・訪問看護ステーショ
ン)の充実
５．第４次座間市地域福祉活動計画の推進
６．総合相談を推進
７．財源の確保
８．拠点設置とネットワークの強み事務局運営体制の強化
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〈R06市町村社協活動現況報告書　　１．基礎的事項〉

4）基本理念・基本目標、本年度の重点事業項目

№ 地域名 基本理念・基本目標 本年度の重点事業項目

15 南足柄市
基本理念　いつまでも健康で、人がつながり支えあうまち、南足柄
基本目標1　人づくり　基本目標2　地域づくり　基本目標3　体制
づくり

①生活支援体制整備事業の推進
②生活困窮者への支援
③防災・危機管理体制の構築
④権利擁護事業の推進

16 綾瀬市 ともに支えあうまちづくりを
1 身寄りのない方でも安心して生活ができる新たな支援づくり
2 第五次綾瀬市地域福祉活動計画の策定

17 愛川町 誰もが安心して暮らすことのできる福祉のまちづくりの推進

第4次地域福祉計画・地域福祉活動計画及びふれあいのまちづくり
推進プラン（第6次社協発展計画）の推進（5ヶ年計画の3年目）、
愛川町権利擁護支援センターの受託運営を中核とする地域の権利擁
護支援・成年後見制度利用促進機能の強化

18 清川村

住民主体の理念に基づき、清川村での福祉課題の解決に取り組むと
共に、柔軟性、即応性、専門性のある社協本来の特性を活かしなが
ら村行政をはじめ、関係機関等と連携、協働し事業を展開すること
により、「地域共生社会」の実現を図る。

『地域共生社会』
制度、分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を
超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源
が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと
生きがい、地域をともに創っていく社会を目指す。

（１）小地域福祉活動の充実
団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年に向け、清川村において
も地域包括ケアシステム構築に向けて取り組みが進められている。
本会では、地域包括ケアシステムの５つの構成要素（住まい・医
療・介護・予防・生活支援）の中の「生活支援」に関して清川村と
連携を図り、小地域での助け合いを基盤とした住民が集える場作り
や住民相互の支え合いの仕組みづくりを構築する。

（２）地域密着型通所介護事業の充実
本会が運営する地域密着型通所介護事業は、個別機能訓練加算を算
定し、利用者一人ひとりの心身状況などに合わせた身体機能や生活
機能の維持・向上を図り、効果も着実に現れている状況です。本会
ならではの特色を発揮し、利用者一人ひとりに寄り添ったサービス
の充実を検討し実施していきます。

（３）権利擁護支援の充実
日常生活自立支援事業を始め、清川村より委託を受けている成年後
見利用促進に係る中核機関の運営事業を実施し、権利擁護全般に対
する相談や普及啓発を行い、制度利用までの支援及び制度利用後の
支援の充実を図ります。

19 葉山町 事業計画書の通り　https://www.hayamashakyo.com/
事業計画書の通り
https://www.hayamashakyo.com/

20 寒川町

【基本理念】
町民すべてが地域のつながりで安心して暮らせる思いやりのある福
祉のまちさむかわ
【基本目標】
①みんなで地域福祉を推進しよう
②みんなで地域福祉活動に参加しよう
③みんなでつながり新しい担い手を育てよう
④みんなで安心・安全に暮らせる町にしよう

１寒川町社会福祉協議会法人化４０周年における取り組み
２大規模災害に備えた平時の取り組みを進めます。(発展強化計画:
基本目標3-5)
３関係団体の連携強化を図ります
４総合相談の充実を図ります。(発展強化計画:基本目標2-1)
５地域包括支援センターの体制整備を図ります(発展強化計画:基本
目標3-5)

21 大磯町
基本理念：ささえあい、心のふれあうまちづくり
基本目標：一歩踏み出そう！かおの見える町づくり

１役職員の体制の強化
２通所介護事業の機能訓練の強化
３福祉センター指定管理事業の推進
４地域福祉活動計画事業の推進

22 二宮町 みんなでつくる　みんなで支える　誰もがつながるまち　にのみや

１．地区社協活動や「地域の通いの場」の充実支援（継続事業）
２．大規模災害に備えた地域防災力の向上と支援体制の強化
３．総合的な相談支援体制と情報提供体制の機能強化
４．成年後見制度の普及・利用支援

23 中井町

（理念）
健康で住み良い福祉の町づくり
（目標）
①自立とたすけあいのまちづくり
②ハンディキャップを持つ人が生き生きと暮らせるまちづくり
③自らの生き方を選べるまちづくり
④虹のかけ橋のあるまちづくり
⑤新しい時代の社協運営体制づくり

①法人運営の機能強化
②広報事業の充実・強化
③ボランティアの確保及び活動支援
④地域福祉事業及び介護予防事業の推進
⑤総合相談機能と包括的な支援体制の強化
⑥権利擁護事業の推進
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〈R06市町村社協活動現況報告書　　１．基礎的事項〉

4）基本理念・基本目標、本年度の重点事業項目

№ 地域名 基本理念・基本目標 本年度の重点事業項目

24 大井町
住民の参加と支え合いによる安心して誰もが住みよい福祉のまちづ
くり

●住民参加による支えあい活動の推進
●相談・支援の取組強化
●ICTの活用による、更なる情報発信と業務の効率化
●ともに生きる社会づくりへ向けた活動の強化

25 松田町 ふれあい・ささえあい・えがおあふれる松田町
生活支援体制整備事業
小地域福祉活動推進事業
法人後見事業

26 山北町 地域ぐるみで支え合う、健康と福祉のまちづくり
①第6次地域福祉活動計画の推進
②会員の加入促進並びに財源の安定的確保
③生活支援事業を担う人材の確保

27 開成町

基本理念
みんなで育もう！　誰もが安心してイキイキと暮らせる福祉のまち
かいせい
基本目標
＊みんなでつながりあい、支えあい、誰もが福祉活動に参加できる
地域社会をめざそう！
＊地域のあらゆる機関・団体と協働して、計画的に福祉ネットワー
クづくりに取り組もう！
＊一人ひとりのニーズをもとに、暮らしに根ざしたサービス・支援
体制を開発・実施、提言しよう！

地域住民・社会福祉協議会・町が、緊密な連携と協働のもとで地域
福祉を推進していくために、町の行政計画である｢開成町地域福祉
計画｣と、住民を構成員とする社会福祉協議会を中心とした民間の
計画である｢開成町地域福祉活動計画｣を一体的なものとして、令和
3年度を始期とする『開成町福祉コミュニティプラン（令和３年度
～令和７年度）』を策定しました。
① 住民の皆さんを主体とした「ともに生きる豊かな地域社会」の実
現
② 誰もが人格と個性が尊重され、その人らしい生活を送ることがで
きる福祉サービスの実現
③ 住民の皆さんと福祉組織・関係者の協働による包括的な支援体制
の構築
④ 地域生活課題に基づく先駆的・開拓的なサービス・活動の創出
⑤ 持続可能で責任ある自律した組織経営

28 箱根町 心豊かで生きがいのある福祉のまちづくり
福祉総合相談事業、ボランティアセンター活動事業、居宅介護支援
事業・訪問介護事業・障害者居宅介護事業・通所介護事業・地域包
括支援センター事業

29 真鶴町

基本理念：
地域で支え、地域で支えられる、安心して暮らせる社会づくり
基本目標：
「いつでも　どこでも　相談を」

○「真鶴町地域福祉計画・地域福祉活動計画」の推進
○生活支援体制整備事業の実施（地域サロン・まなづる協力隊「ま
なサポ」の充実と担い手の発掘等）
○「総合相談窓口」の充実と連携（多様な相談に対して関係機関と
の協働による事業の実施）
○介護保険事業(ケアマネ)の運営体制の充実（介護事業運営の充実
と地域の介護事業者との連携）
○社会福祉協議会組織体制の整備（関係機関との連携の強化、専門
性の向上）

30 湯河原町

理念
明るい心豊かな福祉の町を目指して
目標
法人組織運営強化の推進
地域福祉活動の推進
福祉サービス利用の支援

いきいきサロン、ひとりぐらし高齢者昼食会、福祉体験学習、配食
サービス、移送サービス、生活福祉資金貸付事業・日常生活自立支
援事業・総合相談等困窮者支援事業
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